
   秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の通勤手当に関する規則 

（昭和５５年４月１日 規則第２号） 

改正 昭和５８年１２月２４日 規則第２号 

   平成７年３月２８日 規則第２号 

   平成８年３月２８日 規則第２号 

   平成１６年３月３１日 規則第１号 

   平成２６年３月３１日 規則第２号 

   平成２６年１２月３日 規則第３号 

   平成２９年５月３１日 規則第１１号 

   令和２年３月３１日 規則第２号 

   令和６年３月２９日 規則第６号 

   令和６年１２月２３日 規則第１０号 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例

（昭和５１年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第５号。以下「条例」とい

う。）第９条（第３６条による準用される場合を含む）及び第３４条の規定

により職員の通勤手当及び通勤に係る費用弁償（以下「通勤手当等」とい

う。）の支給について必要な事項を定める。 

 （職員の範囲） 

第２条 条例第９条第１項第１号及び同項第２号に規定する規則で定める職員

は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。 

 (1) 交通機関等を利用せず、又は交通用具を使用しないで徒歩により通勤し

た場合の距離が、片道２キロメートル以上である職員 

 (2) 前号の距離が２キロメートル未満であるが、地方公務員災害補償法（昭

和４２年法律第１２１号）第２９条第２項に定める障害により歩行するこ

とが著しく困難なため、交通機関等を利用し、又は交通用具を使用する職

員（以下「歩行困難な職員」という。） 

 （支給額等） 

第３条 条例第９条第２項に規定する運賃等の額に相当する額（以下「運賃等

相当額」という。）は、運賃、料金、時間、距離等の事情に照らし、最も経

済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法で、次の各号に掲げる交通



機関等の区分に応じ、それぞれの各号に定める額（その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

 (1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通

機関等 ６か月を超えない範囲内で１か月を単位とした最も長い期間（以

下「支給単位期間」という。）につき、その交通機関等の利用区間につい

ての支給単位期間の定期券の価額 

 (2) ＩＣカード乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認

められる交通機関等 その交通機関等の利用区間についてのＩＣカード乗

車券等の通勤２１回分（条例第９条の２第１項の規定により在宅勤務等手

当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員又は短時間勤務職員（秦

野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

（昭和５１年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第６号）第２条第２項に規

定する育児短時間勤務職員又は同条第３項に規定する再任用短時間勤務職

員をいう。次項において同じ。）のうち、平均１か月当たりの通勤所要回

数の少ないものにあっては、平均１か月当たりの通勤所要回数分）の運賃

等の額 

２ 条例第９条第２項の規定により定める額は、次に掲げる交通用具の片道の

使用距離の区分に応じ、それぞれの各号に定める額（条例第９条の２第１項

の規定により在宅勤務等手当を支給される職員又は短時間勤務職員のうち、

平均１か月当たりの通勤所要回数が１０回に満たない職員にあっては、その

額から、その額に１００分の５０を乗じて得た額を減じた額）とする。 

 (1) ５キロメートル未満              ２，５００円 

 (2) ５キロメートル以上１０キロメートル未満    ４，６００円 

 (3) １０キロメートル以上１５キロメートル未満   ７，１００円 

 (4) １５キロメートル以上２０キロメートル未満  １０，０００円 

 (5) ２０キロメートル以上２５キロメートル未満  １２，９００円 

 (6) ２５キロメートル以上３０キロメートル未満  １５，８００円 

 (7) ３０キロメートル以上３５キロメートル未満  １８，７００円 

 (8) ３５キロメートル以上４０キロメートル未満  ２１，６００円 

 (9) ４０キロメートル以上            ２４，４００円 

３ 前２項の規定にかかわらず、交通機関等を利用し、かつ、交通用具を使用

する職員に対する通勤手当の額は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ

の各号に掲げる額とする。 



 (1) 交通用具を使用する距離が片道２キロメートル以上である職員及び歩行

困難な職員 運賃等相当額及び前号各号に掲げる額 

 (2) １か月当たりの運賃等相当額（第１項第１号の規定による価額をその支

給単位期間の月数で除した額（その額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた額）又は同項第２号の規定による額をいう。次号にお

いて同じ。）が前項第１号に定める額以上である職員（前号に掲げる職員

を除く。） 運賃等相当額 

 (3) １か月当たりの運賃等相当額が前項第１号に定める額未満である職員

（第１号に掲げる職員を除く。） 前項第１号に定める額 

４ 条例第３４条第１項の規定により支給するパートタイム会計年度任用職員

の通勤に係る費用弁償の額は、運賃、料金、時間、距離等の事情に照らし、

最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法で、次の各号に掲げ

るその通勤方法の区分に応じ、それぞれの各号に定める額とする。 

(1) 交通機関等を使用する場合 １か月当たりその交通機関等の１か月分の

定期券の価額を上限として、その交通機関等の利用区間についてのＩＣカ

ード乗車券等の通勤所要回数分の運賃等の額 

 (2) 交通用具を使用する場合 第２項の規定を適用して算出した額を上限と

して、その額を２１で除して得た額（その額に５円未満の端数がある 

ときは、その端数を切り捨て、５円以上１０円未満の端数があるときは、 

その端数を１０円に切り上げた額）に実際に出勤した日数を乗じて得た額 

 （届出） 

第４条 職員は、新たに条例第９条第１項各号に規定する職員の要件を備える

に至ったときは、その通勤方法について、速やかに秦野市統合内部事務シス

テムに必要な事項を登録することにより、組合長に届け出なければならない。

現に通勤手当等を支給されている職員が、住居、通勤経路若しくは通勤方法

を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合も、また、

同様とする。 

 （確認及び決定） 

第５条 組合長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出

に係る事実を、定期券等の提示を求める等の方法により確認しなければなら

ない。この場合において、第２条第２号に該当する職員にあっては、併せて

医師の診断書を提出させ、その事実を確認しなければならない。 

２ 組合長は、職員が条例第９条第１項各号に規定する職員の要件を備えると



認定したときは、速やかに、その者に支給すべき通勤手当等の額を決定し、

又は改定しなければならない。 

 （支給の始期及び終期） 

第６条 通勤手当等の支給は、職員に新たに条例第９条第１項各号に規定する

職員の要件が備わるに至った場合においては、その日の属する月の翌月（そ

の日が月の初日であるときは、その日の属する月）から開始し、通勤手当等

を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれの

者が退職し、又は死亡した日、通勤手当等を支給されている職員が同号の職

員の要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月

（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）をもって

終わる。ただし、通勤手当等の支給の開始については、第４条の規定による

届出がこれに係る事実の生じた日から１５日を経過した後になされたときは、

その届出を受けた日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、そ

の日の属する月）から行うものとする。 

２ 通勤手当等を支給されている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至

った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月（その日が月の

初日であるときは、その日の属する月）から支給額を改定する。 

３ 第１項ただし書の規定は、通勤手当等の額を増額して改定する場合におけ

る支給額の改定について準用する。 

 （返納の理由等） 

第７条 支給単位期間の定期券の価額を支給される職員について、次の各号の

いずれかに掲げる理由が生じた場合には、その職員に、次項に定める額を返

納させるものとする。 

 (1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第９条第１項各号に規定する職

員の要件を欠くに至った場合 

 (2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は運賃等相当額に変更があった

ことにより、通勤手当等の額が改定される場合 

 (3) 月の中途において地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「地

公法」という。）第２８条第２項の規定により休職にされ、地方公務員の

育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条の規定により

育児休業をし、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７

第１項の規定により派遣され、又は地公法第２９条の規定により停職にさ

れた場合であって、これらの期間が１か月以上にわたることとなる場合 



 (4) 条例第９条第３項の規定に該当する場合 

２ 前項第２号に掲げる理由が生じた場合にあっては、その理由に係る交通機

関等につき、同項第１号、第３号又は第４号に掲げる理由が生じた場合にあ

っては、その者の利用する全ての交通機関等につき、支給単位期間の定期券

の運賃等の払戻しを、その理由が生じた日の属する月（その日が月の初日で

ある場合にあっては、その日の属する月の前月。以下「理由発生月」とい

う。）の末日にしたものとして得られる額とする。 

３ 第１項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合は、理由発生

月の翌月以降に支給される給与からその額を差し引くことができる。 

 （支給方法等） 

第８条 通勤手当等は、当月分を翌月に支給するものとする。ただし、支給単

位期間の定期券の価額を支給される職員については、その支給単位期間に係

る最初の月の翌月に支給するものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、通勤手当等は、給料の支給方法に準じて支給す

る。 

３ 前２項の規定にかかわらず、組合長が必要と認めるときは、通勤手当等の

支給日を繰り上げることができる。 

 （支給単位期間の始期） 

第９条 支給単位期間は、第６条第１項の規定により通勤手当等の支給が開始

される月又は同条第２項の規定により通勤手当等の額が改定される月から開

始する。 

２ 月の中途において地公法第２８条第２項の規定により休職にされ、地方公

務員の育児休業等に関する法律第２条の規定により育児休業をし、地方自治

法第２５２条の１７第１項の規定により派遣され、地公法第２９条の規定に

より停職にされた場合であって、これらの期間が１か月以上にわたることと

なったとき（次項に規定する場合に該当しているときを除く。）は、支給単

位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月（その日

が月の初日であるときは、その日の属する月）から開始する。 

３ 条例第９条第３項の規定に該当する場合には、支給単位期間は、その後再

び通勤することとなった日の属する月から開始する。 

 （支給単位期間の調整） 

第１０条 支給単位期間に係る最初の月の末日以前に、次の各号のいずれかに

掲げる理由に該当することが明らかである場合には、支給単位期間は、第３



条第１項第１号の規定にかかわらず、その理由が生じることとなる日の属す

る月（その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月）

までの期間とする。 

 (1) 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例（昭和３６年秦野市伊勢

原市環境衛生組合条例第４号）の規定による退職その他離職をする場合 

 (2) 勤務態様の変更により運賃等相当額に変更がある場合 

 (3) 条例第９条第３項の規定に該当する場合 

 （事後の確認） 

第１１条 組合長は、現に通勤手当等の支給を受けている職員について、その

者が条例第９条第１項各号に規定する職員の要件を備えているか、通勤手当

等の額が適正であるか等を、定期券等の提示を求め、又は通勤事情を実地に

調査する等の方法により随時確認するものとする。 

 （徒歩通勤とした場合等の距離） 

第１２条 第２条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及

び自転車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものと

する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行日前に、条例第９条第１項又は第２項に規定する職員の要

件を具備している者及び第４条第２項に規定する通勤手当の支給額を改定す

べき要件を具備している者については、この規則の施行前にした届出及び決

定については、この規則に基づいて届出及び決定がされたものとみなす。 

   附 則（昭和５８年１２月２４日規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成７年３月２８日規則第２号） 

 この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成８年３月２８日規則第２号） 

 この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１６年３月３１日規則第１号） 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 



   附 則（平成２６年３月３１日規則第２号） 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年１２月３日規則第３号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれの

各号に定める日から適用する。 

 (1) 第１号の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の通勤手

当に関する規則 平成２６年４月１日 

 (2) 略 

   附 則（平成２９年５月３１日規則第１１号） 

 この規則は、平成２９年６月１日から施行する。 

   附 則（令和２年３月３１日規則第２号抄） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２９日規則第６号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年１２月２３日規則第１０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

【別記様式（第４条関係）通勤届】 

http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp/reikishu/new_reiki/53b-11_1gou.pdf



